
割引を
キープ！

１０年間
中断証明書で

たとえば・・・

お車を廃車

２０等級
割引６３％

のとき

中断証明書があるとき中断証明書がないとき

再度
お車を購入
したとき

２０等級
割引６３％
からスタート！

お車を手放しても

６等級
割引１９％～
割増２８％

からスタート！

芝浦相談コーナー ☎ 03-3454-6405

高崎店
本社

0120-338-008

0120-710-118

保険営業第三部 ＯＫＩ営業室
営業時間：9:00 – 17:00

営業時間：9:00 – 17:00

営業時間：9:00 – 15:00

詳しくは
お問合わせ
くださいね

中断証明書発行条件

対象契約が満期日または解約日までにいずれかの状態なっていること
・廃車、譲渡または貸主に返還されていること
・盗難されていること
・災害により減失していること
・車検切れしていること
・入替により別の契約の契約自動車になっていること


